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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも利用者と対話可能なロボットと、前記ロボットと通信網を介して通信接続さ
れ前記ロボットを制御する遠隔管理装置と、を備え、
　前記遠隔管理装置は、
　前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始
要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部情報を取得する取得
手段と、
　予め記憶された関連アイテム情報に基づいて前記外部情報に関連するアイテムを決定す
るアイテム決定手段と、
　前記アイテムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させるための
制御をし、前記アイテムの有無を判定するアイテム探索制御手段と、
　前記アイテム探索制御手段にて前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対
して前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件
を決定しこの言動条件をコンテンツとして生成する言動決定手段と、
　前記コンテンツを前記ロボットに供給するコンテンツ供給手段と、
　を備え、
　前記ロボットは、
　前記アイテム探索制御手段からのアイテム探索要求に応じて前記アイテムの探索を実行
するアイテム探索実行手段と、
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　前記コンテンツ供給手段からの前記コンテンツを受信し、前記コンテンツに含まれる前
記言動条件を実行する言動実行制御手段と、
　を備えたことを特徴とするロボット制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のロボット制御システムにおいて、
　前記アイテム探索制御手段は、前記アイテムの有無を画像認識情報により探索すること
を特徴とするロボット制御システム。
【請求項３】
　請求項２に記載のロボット制御システムにおいて、
　前記アイテム探索制御手段は、前記画像認識情報により前記アイテムが無いと判定され
た場合に、前記アイテムの有無を予め前記アイテムに備えた無線電子タグからのタグ識別
情報により探索することを特徴とするロボット制御システム。
【請求項４】
　少なくとも利用者と対話可能なロボットと通信網を介して通信接続され前記ロボットを
遠隔制御するとともに前記ロボットに対して情報提供可能な遠隔管理装置であって、
　前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始
要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部情報を取得する取得
手段と、
　予め記憶された関連アイテム情報に基づいて前記外部情報に関連するアイテムを決定す
るアイテム決定手段と、
　前記アイテムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させ、前記ア
イテムの有無を判定するアイテム探索制御手段と、
　前記アイテム探索制御手段にて前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対
して前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件
を決定しこの言動条件をコンテンツとして生成する言動決定手段と、
　前記コンテンツを前記ロボットに供給するコンテンツ供給手段と、
　を備えたことを特徴とする遠隔管理装置。
【請求項５】
　少なくとも利用者と対話可能なロボットと、前記ロボットと通信網を介して通信接続さ
れ前記ロボットを制御する遠隔管理装置と、を備えたロボット制御システムにあって、前
記ロボットを遠隔管理する遠隔管理方法であって、
　前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始
要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部情報を取得し、
　予め記憶された関連アイテム情報に基づいて前記外部情報に関連するアイテムを決定し
、
　前記アイテムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させ、前記ア
イテムの有無を判定するアイテム探索制御をし、
　前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対して前記外部情報及び前記アイ
テムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件を決定しこの言動条件をコンテ
ンツとして生成する、
　ことを特徴とする遠隔管理方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の遠隔管理方法において、
　前記アイテム探索制御に際しては、前記アイテムの有無を画像認識情報により探索する
ことを特徴とする遠隔管理方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の遠隔管理方法において、
　前記アイテム探索制御に際しては、前記画像認識情報により前記アイテムが無いと判定
された場合に、前記アイテムの有無を予め前記アイテムに備えた無線電子タグからのタグ
識別情報により探索することを特徴とする遠隔管理方法。
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【請求項８】
　少なくとも利用者と対話可能なロボットと、前記ロボットと通信網を介して通信接続さ
れ前記ロボットを制御する遠隔管理装置と、を備えたロボット制御システムにあって、前
記遠隔管理装置が備えたコンピュータに諸機能を実現可能な遠隔管理プログラムであって
、
　前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始
要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部情報を取得する取得
機能と、
　予め記憶された関連アイテム情報に基づいて前記外部情報に関連するアイテムを決定す
るアイテム決定機能と、
　前記アイテムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させ、前記ア
イテムの有無を判定するアイテム探索制御機能と、
　前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対して前記外部情報及び前記アイ
テムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件を決定しこの言動条件をコンテ
ンツとして生成する言動決定機能と、
　を前記コンピュータに実現させることを特徴とする遠隔管理プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載の遠隔管理プログラムにおいて、
　前記アイテム探索制御機能では、前記アイテムの有無を画像認識情報により探索する機
能をその内容とし、これを前記コンピュータに実現させることを特徴とする遠隔管理プロ
グラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の遠隔管理プログラムにおいて、
　前記アイテム探索制御機能では、前記画像認識情報により前記アイテムが無いと判定さ
れた場合に、前記アイテムの有無を予め前記アイテムに備えた無線電子タグからのタグ識
別情報により探索する機能をその内容とし、これを前記コンピュータに実現させることを
特徴とする遠隔管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロボット制御システム、遠隔管理装置、ロボット、遠隔管理方法、ロボット
制御方法、遠隔管理プログラム及びロボット制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロボット制御システムの関連技術として例えば特許文献１などが挙げられる。特許文献
１では、ロボットは、音声や画像を通じてなされる利用者のリクエストに応じて、特定の
サーバにリクエストを転送する。サーバは、ロボット側にない情報が要求されたときには
、さらに、インターネットなどの広域ネットワーク上の情報空間を検索し、検索結果をロ
ボットの動きや発話内容などのデータとしてロボット側に送信する。ロボットは、受信し
た前記データを用いて機体動作や音声として利用者のリクエストに答えることができる。
【０００３】
　より具体的には、特許文献１では、インターネット接続が可能なロボットは、利用者と
の会話のコンテキストに応じて、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）情報空間を探
索し、ニュースなどの生活・情報系のサービス、占いやゲームなどのエンターティンメン
ト系のサービス、お店案内や辞書引きなどのデータベース系のサービス、モバイル・バン
キングなどの取引系のサービス、音楽サービス、口演童話のようなストリーミング（ｓｔ
ｒｅａｍｉｎｇ）サービスなどをユーザに提供できる。さらには、ロボット自身の行動制
御を規定するプログラム・コードなども随時取得して、新規の動作を発現したりすること
ができる。
【特許文献１】特許第００３９２５１４０号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１のように、ロボットが利用者との対話の中で最新の情報（例えば
天気予報など）を音声などにより提供するサービスでは、ロボットが例えば「大阪は、６
時から雨の確率が６０％になっているよ」と解答するのみであった。
【０００５】
　このため、傘が必要であるにもかかわらず、傘が手元にない場合には利用者自身が自分
で傘を探しだしたりする必要があり、ロボットの言動が利用者に不親切であり、適切なア
ドバイスができなかった。
　すなわち、利用者が所在する周囲の環境にアイテム（物品）が存在していないにもかか
わらず、アイテムが利用者に必要であるかのような告知の仕方をロボットが言動してしま
うことがあり、適切なアドバイスができなかった。
　換言すれば、外部情報を利用者にロボットを通じて提供する際に、ロボットが所在する
周囲の環境によっては、ロボットが利用者に対し適切かつ詳細なアドバイスやナビゲーシ
ョンを与えることができなかった。
【０００６】
　本発明の目的は、上述の関連技術の課題を解決することにあり、外部情報を利用者にロ
ボットを通じて提供する際に、利用者に対する不適切なアドバイスやナビゲーションを防
止できるロボット制御システム、遠隔管理装置、ロボット、遠隔管理方法、ロボット制御
方法、遠隔管理プログラム及びロボット制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明のロボット制御システムは、少なくとも利用者と対話
可能なロボットと、前記ロボットと通信網を介して通信接続され前記ロボットを制御する
遠隔管理装置と、を備え、前記遠隔管理装置は、前記利用者の前記ロボットに対する言動
要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始要求に基づいて、情報提供空間が構築され
た前記通信網を通じて外部情報を取得する取得手段と、予め記憶された関連アイテム情報
に基づいて前記外部情報に関連するアイテムを決定するアイテム決定手段と、前記アイテ
ムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させるための制御をし、前
記アイテムの有無を判定するアイテム探索制御手段と、前記アイテム探索制御手段にて前
記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対して前記外部情報及び前記アイテム
を含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件を決定しこの言動条件をコンテンツ
として生成する言動決定手段と、前記コンテンツを前記ロボットに供給するコンテンツ供
給手段と、を備え、前記ロボットは、前記アイテム探索制御手段からのアイテム探索要求
に応じて前記アイテムの探索を実行するアイテム探索実行手段と、前記コンテンツ供給手
段からの前記コンテンツを受信し、前記コンテンツに含まれる前記言動条件を実行する言
動実行制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００８】
　本発明の遠隔管理装置は、少なくとも利用者と対話可能なロボットと通信網を介して通
信接続され前記ロボットを遠隔制御するとともに前記ロボットに対して情報提供可能な遠
隔管理装置であって、前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成
されるサービス開始要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部
情報を取得する取得手段と、予め記憶された関連アイテム情報に基づいて前記外部情報に
関連するアイテムを決定するアイテム決定手段と、前記アイテムが前記ロボットの周辺に
あるかどうかを前記ロボットに探索させ、前記アイテムの有無を判定するアイテム探索制
御手段と、前記アイテム探索制御手段にて前記アイテムがあると判定された場合、前記利
用者に対して前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロボットの
言動条件を決定しこの言動条件をコンテンツとして生成する言動決定手段と、前記コンテ
ンツを前記ロボットに供給するコンテンツ供給手段と、を備えたことを特徴としている。
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【００１０】
　本発明の遠隔管理方法は、少なくとも利用者と対話可能なロボットと、前記ロボットと
通信網を介して通信接続され前記ロボットを制御する遠隔管理装置と、を備えたロボット
制御システムにあって、前記ロボットを遠隔管理する遠隔管理方法であって、前記利用者
の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始要求に基づい
て、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部情報を取得し、予め記憶された関
連アイテム情報に基づいて前記外部情報に関連するアイテムを決定し、前記アイテムが前
記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させ、前記アイテムの有無を判定
するアイテム探索制御をし、前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対して
前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件を決
定しこの言動条件をコンテンツとして生成する、ことを特徴としている。
【００１２】
　本発明の遠隔管理プログラムは、少なくとも利用者と対話可能なロボットと、前記ロボ
ットと通信網を介して通信接続され前記ロボットを制御する遠隔管理装置と、を備えたロ
ボット制御システムにあって、前記遠隔管理装置が備えたコンピュータに諸機能を実現可
能な遠隔管理プログラムであって、前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定
の時刻に生成されるサービス開始要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網
を通じて外部情報を取得する取得機能と、予め記憶された関連アイテム情報に基づいて前
記外部情報に関連するアイテムを決定するアイテム決定機能と、前記アイテムが前記ロボ
ットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索させ、前記アイテムの有無を判定するア
イテム探索制御機能と、前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対して前記
外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件を決定し
この言動条件をコンテンツとして生成する言動決定機能とを前記コンピュータに実現させ
ることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、外部情報をロボットを通じて利用者に提供する際に、ロボットが所在
する周囲の環境にあるアイテムの存在を確認した上で言動を実行するので、ロボットが所
在する周囲の環境に応じて利用者に適切かつ詳細なアドバイスやナビゲーションを行うこ
とができる、という関連技術にない優れたロボット制御システム、遠隔管理装置、ロボッ
ト、遠隔管理方法、ロボット制御方法、遠隔管理プログラム及びロボット制御プログラム
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　〔第１の実施の形態〕
　（ロボット制御システムの基本的構成）
　先ず、ロボット制御システムの基本的構成について説明する。図１に示すように、本発
明のロボット制御システム１は、少なくとも利用者と対話可能なロボット１０と、前記ロ
ボット１０と通信網ＮＷを介して通信接続され前記ロボットを制御する遠隔管理装置とし
てのロボット制御サーバ１１０とを含むものである。
【００１６】
　この遠隔管理装置としてのロボット制御サーバ１１０は、図５に示すように、利用者の
ロボット１０に対する言動要求又は所定の時刻に生成されるサービス開始要求に基づいて
、情報提供空間が構築された通信網ＮＷを通じて天気情報などの外部情報を取得する取得
手段としての外部情報取得部１１２と、この外部情報に関連する雨具などのアイテム（関
連アイテム）を決定するアイテム決定手段としての関連アイテム情報決定部１１３とを含
むものである。
【００１７】
　更に、ロボット制御サーバ１１０は、前記アイテムがロボット１０の周辺にあるかどう
かをロボット１０に探索させるための制御をし、前記アイテムの有無を判定するアイテム
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探索制御手段としてのアイテム探索制御部１１４と、前記アイテム探索制御手段としての
アイテム探索制御部１１４にて前記アイテムがあると判定された場合、前記利用者に対し
て前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロボットの言動条件を
決定しこの言動条件をコンテンツとして生成する言動決定手段としての言動決定部１１５
と、前記コンテンツを前記ロボットに供給するコンテンツ供給手段としてコンテンツ供給
部１１６とを含む。
【００１８】
　ロボット１０は、図４に示すように、ロボット制御サーバ１１０におけるアイテム探索
制御部１１４からのアイテム探索要求に応じて前記アイテムの探索を実行するアイテム探
索実行手段としてのアイテム探索実行部９２と、ロボット制御サーバ１１０におけるコン
テンツ供給部１１６からの前記コンテンツを受信し、前記コンテンツに含まれる前記言動
条件を実行する言動実行制御手段としてのコンテンツ再生部（言動実行部）９４とを含む
ものである。
【００１９】
　アイテム探索実行部９２は、ロボット１０が備えるＣＣＤカメラ（画像取得部）から取
得した画像情報をもとに画像認識機能によりロボットの周囲にある各種物品を識別するこ
とができるように構成される。
　又、アイテム探索実行部９２は、ロボット１０が備えるタグリーダ（タグ識別情報取得
部）から取得したタグ識別情報をもとにロボットの周囲にある各種物品を識別することが
できるように構成される。
【００２０】
　ロボット制御サーバ１１０のアイテム探索制御部１１４は、このアイテム探索実行部９
２により得られた情報をもとにアイテム探索を行う。すなわち、前記アイテム探索制御部
１１４は、前記アイテムの有無を画像認識情報により探索する第１のアイテム探索制御部
１１４ａを備える。
　また、アイテム探索制御部１１４は、前記画像認識情報により前記アイテムが無いと判
定された場合に、前記アイテムの有無を予め前記アイテムに備えた無線電子タグからのタ
グ識別情報により探索する第２のアイテム探索制御部１１４ｂを備える。
【００２１】
　このようなロボット制御システムでは、ロボット制御サーバ１１０にて受信した天候等
の外部情報を取得し、その外部情報に関連するアイテムを予め定義しておき、アイテムを
ロボット１０が備える機能の一つである例えば画像認識などにより取得した場合に、利用
者にナビゲーション、注意喚起等を行う。
　例えば、雨天の天候情報をサーバより取得した場合に、室内で傘を画像認識すると、利
用者に”傘を持っていく”よう通知する。
【００２２】
　これにより、ロボットが所在する周囲の環境にあるアイテムの存在を確認した上で言動
を実行するので、ロボットが所在する周囲の環境に応じて利用者に適切かつ詳細なアドバ
イスやナビゲーションを行うことができる。
【００２３】
　以下、このような本発明の「ロボット制御システム」のさらに詳細な実施の形態の一例
について、図面を参照して具体的に説明する。
【００２４】
　（ロボット制御システムの全体構成）
　先ず、本実施の形態のロボット制御システムの具体的構成について、全体構成から説明
し、続いてロボットの全体構成、ロボットのコントローラの詳細構成、ＬＥＤの点灯パタ
ー、ロボット制御サーバ（遠隔管理装置）の詳細構成について説明することとする。図１
は、本発明における第１実施の形態のロボット制御システムの全体の概略構成の一例を示
すブロック図である。
【００２５】
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　図１に示すように、本実施の形態のロボット制御システム１は、１以上のロボット１０
と、ロボット１０と無線通信接続されるＡＰ（アクセスポイント）と、ＡＰと通信網ＮＷ
を介して通信接続され各ロボット１０と情報の授受を行なうことにより各ロボット１０の
遠隔管理を行い前記各ロボット１０を制御するロボット制御サーバ１１０と、前記通信網
ＮＷを介してロボット制御サーバ１１０と通信可能に形成される情報提供サーバ１３０と
を含む。
　ロボット１０は、例えば無線ＬＡＮなどによってＡＰ（アクセスポイント）との間で通
信可能に構成される。ＡＰは、通信網ＮＷに通信接続されている。
【００２６】
　本実施の形態において、ロボット１０は、利用者との対話が可能で、音声出力とともに
、動作パターンを選択し、ロボットの言動を決定する。
　本実施の形態において、ロボット１０は、たとえば各種施設等で利用者に情報提供サー
ビスを行う。本実施の形態におけるロボット制御システム１では、ロボット１０が利用者
に愛くるしい表現にて内容を伝えるようにロボットの言動を決定できる。
【００２７】
　遠隔管理装置の一例であるロボット制御サーバ１１０、情報提供サーバ１３０は、それ
ぞれ、プログラム制御により動作するものであり、ネットワーク関連の通信機能を有して
いれば、デスクトップ、ラップトップコンピュータ、その他無線・有線通信機能を有する
情報機器、情報家電機器、またはこれに類するコンピュータなどいかなるコンピュータで
もよく、移動式・固定式を問わない。
【００２８】
　ロボット制御サーバ１１０、情報提供サーバ１３０のハードウエア構成は、それぞれ、
種々の情報等を表示するための表示部（スクリーン）、この表示部の表示画面上（の各種
入力欄等）にデータを操作入力するための操作入力部（例えばキーボード・マウス・各種
ボタン・表示操作部＜画面上のボタン＞・タッチパネル等）、各種信号・データを送受信
するための送受信部ないしは通信部（モデムなど）、各種プログラム・各種データを記憶
しておく記憶部（例えばメモリ、ハードディスク等）、これらの制御を司る制御部（例え
ばＣＰＵ、ＭＰＵ、ＤＳＰ等）などを有することができる。　
【００２９】
　（ロボットの全体構成）
　図２は、図１に示すロボット制御システムにおけるロボットのハードウエア詳細構成の
一例を示すブロック図である。
　本実施形態のロボット１０は、図２及び図３に示されるように、例えば、胴体部２０と
頭部５０が連結されることにより構成されている。
【００３０】
　胴体部２０は、例えば円筒形にて構成される。胴体部２０の下端部には、左右にそれぞ
れ車輪６１Ａ，６１Ｂが取り付けられており、それらの車輪６１Ａ，６１Ｂは、独立に前
後に回転することができる。また、胴体部２０の下端部には、回動自在に支持されたキャ
スター６２を有する。ロボット１０は、このキャスター６２、車輪６１Ａ、６１Ｂの３点
で支持できる。従って、前進，後退，旋回，信地旋回，超信地旋回等の動作が可能である
。
【００３１】
　頭部５０は、胴体部２０に垂直に取り付けられた垂直軸（図３に示すＺ軸）とその垂直
軸に対して９０度の角度で設置された水平軸（図３に示すＸ軸）に関して決められた範囲
で各々回転する（図３に示すθ１方向、θ２方向）ことができる。
　垂直軸は、頭部５０の中心を通るように設置されており、水平軸は、胴体部２０と頭部
５０が正面を向いた状態で頭部５０の中心を通りかつ左右方向に水平に設置されている。
つまり、頭部５０は左右と上下の２自由度で、決められた範囲内で回転することができる
。
　また、胴体部２０は、頭部５０と独立して図３に示すθ３方向で回転することもできる
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。
【００３２】
　また、胴体部２０には、図２に示されるように、ロボット全体の制御を司るコントロー
ラ（ロボット制御装置）２２と、ロボットの動力源となるバッテリ３１と、スピーカ３２
（音声出力部）と、左右の車輪６１Ａ，６１Ｂを動かすためのアクチュエータ３４Ａ，３
４Ｂ（駆動機構）と、予め物品に取り付けられた無線電子タグのタグ識別情報を無線通信
にて読み取るためのタグリーダ４４（ダグ識別情報取得部）と、ロボット１０の感情状態
をパターンとして表示可能な胸ＬＥＤ群４５（感情パターン表示部）と、メンテナンス時
の各部の状態などを表示可能なその他の各種ＬＥＤ群４６（４６Ａ、４６Ｂ）と、音の方
向や周囲の雑音などを検出するための環境認識用の各種マイク群３３と、障害物回避・衝
突検知・持ち上げ防止・タッチ検出などの各種センサ群４７（図３では４７Ａ～４７Ｇ）
と、外部表示部などを接続可能な各種端子４３と、他の通信装置と通信可能な通信Ｉ／Ｆ
（通信インターフェース）４３等が収納される。
【００３３】
　通信Ｉ／Ｆ４３（送受信部）は、無線ＬＡＮ、ＡＰ（アクセスポント）２、通信網ＮＷ
などを介して、他の通信装置との間で通信を行う。
　スピーカ３２は、文章を出力するための出力手段の一部である。アクチュエータ３４Ａ
，３４Ｂは、ロボット１０を物理的に動作させるためのアクチュエータである。
【００３４】
　頭部５０には、図２に示すように、マイク５３と、ＣＣＤカメラ５１Ａ，５１Ｂと、頭
部５０を回転するためのアクチュエータ５２Ａ（スイヴェル用），５２Ｂ（俯仰用）と、
利用者の声や他の音を聞いているかどうかを表示するための耳ＬＥＤ群５６と、感情状態
を表示可能な顔（口）ＬＥＤ群５７と、周辺の探索状況を表示可能な目ＬＥＤ群５８（探
索状況表示部）と、なでたり触られたりすることを検知するタッチセンサ５４と、昼夜を
問わず周辺を監視するためのサーモグラフィ５５（温度分布検知部）などが収納されてい
る。
【００３５】
　ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂは、ロボット周辺の人物を認識する場合、周囲の物品を検
知する場合などに利用することもできる。
　アクチュエータ５２Ａ，５２Ｂは、ロボット１０の頭部５０を上下左右に回転させる。
【００３６】
　頭部５０におけるマイク５３は、利用者からの発話を含む周囲の音声を集音し、得られ
た音声情報をコントローラ２２に送出する。
【００３７】
　頭部５０におけるＣＣＤカメラ５１Ａ，５１Ｂは、ロボット周辺の人物及び物品や周囲
の状況を撮像し、得られた画像情報を、コントローラ２２に送出する。
【００３８】
　頭部５０におけるタッチセンサ５４、胴体部２０における各種センサ群４７に含まれる
タッチセンサは、人間がタッチセンサに触れたことを検知し、接触検知情報をコントロー
ラ２２に送出する。
【００３９】
　コントローラ（ロボット制御装置）２２は、ＣＰＵ２２Ａやメモリ２２Ｂを内蔵してお
り、ＣＰＵ２２Ａにおいて、メモリ２２Ｂに記憶された制御プログラムが実行されること
により、各種の処理を行う。
【００４０】
　すなわち、コントローラ２２は、マイク５３や通信Ｉ／Ｆ４２を介して得られる音声情
報と、ＣＣＤカメラ５１ＡおよびＣＣＤカメラ５１Ｂから得られる画像情報と、タッチセ
ンサ５４などから得られる接触検知情報とに基づいて、メモリ２２Ｂから適宜情報を読み
出し、周囲の状況やユーザからの指令を判断する。
　さらに、コントローラ２２は、この判断結果などに基づいて、続く言動を決定し、その
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決定結果に基づいて、スピーカ３２，アクチュエータ３４Ａ，３４Ｂ，５２Ａ，５２Ｂ、
各ＬＥＤやその他の各部のうち必要なものを駆動させる。
　これにより、頭部５０の上下左右の回転あるいはロボット１０の移動や回転等の行動を
行わせる。
　また、コントローラ２２は、合成音を生成し、スピーカ３２に供給して、ロボット１０
に決定した発話を出力させる。
　さらに、コントローラ２２は、点灯制御信号を生成し、各種ＬＥＤに決定した点灯パタ
ーンを実行させる。
【００４１】
　以上のようにして、ロボットは、周囲の状況などに基づいて行動をとるようになってい
る。
【００４２】
　（ロボットにおけるコントローラの詳細機能構成）
　次に、メモリ２２Ｂに記憶された制御プログラムに従って動作するＣＰＵ２２Ａによっ
て実現される各部の相互的な関連について図４を参照して説明する。
【００４３】
　コントローラ（ロボット制御装置）２２は、画像認識部２３１、音声認識部２３２、接
触認識部２３３、言動決定部２１５、コンテンツ再生部（言動実行部）２１７、アイテム
探索実行部９２、音声認識辞書記憶部２２７、動作パターン情報記憶部２２４、シナリオ
情報記憶部２２５、コンテンツ記憶部２２６を含む。
　このうち、音声認識辞書記憶部２２７、動作パターン情報記憶部２２４、シナリオ情報
記憶部２２５、コンテンツ記憶部２２６などは、メモリ２２Ｂの記憶領域の一部により構
成されている。また、これらの記憶部の情報は、遠隔管理装置であるロボット制御サーバ
１１０から適宜、更新、変更、追加、削除を行うこともできる。
【００４４】
　画像認識部２３１は、ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂからの画像情報に基づき物品認識（
物品認識用画像認識機能）、人物認識（人物認識用画像認識機能）などを行うことができ
る。
　画像認識部２３１における物品認識用画像認識機能は、ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂか
ら入力される映像に対して画像処理（例えば特徴点パターン抽出など）を行い画像認識情
報を生成し画像認識情報をアイテム探索実行部９２へ送出する。
　また、画像認識部２３１では、２ＣＣＤカメラによりステレオ視覚認識処理を行うこと
ができる。
【００４５】
　更に、画像認識部２３１における人物認識用画像認識機能では、ＣＣＤカメラ５１Ａ、
５１Ｂから入力される映像に対して画像処理を施して人の識別を行い、人物記憶部（不図
示）に人の識別子を記憶することもできる。
　又、ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂに代えて他のイメージセンサを用いてもよく、さらに
は、対象物の形状や輪郭を捉えるカメラやセンサといった技術にとらわれない。またさら
に、ロボットがテレビなどの映像表示機器に映像を表示し、そこに表示した内容を検知結
果として利用するという方法も考えられる。
【００４６】
　音声認識部２３２は、マイク５３（音声入力部）から入力される人間の音声情報を音声
認識する。
　音声認識辞書記憶部２２７は、音声認識単語の集合である音声認識語彙を記憶する音声
認識単語記憶部を含む。音声認識単語記憶部は、各外国語の言語に応じて用意することが
できる。
　音声認識部２３２は、マイク５３が入力した音声情報と、音声認識辞書記憶部２２７に
記憶された音声認識語彙とのマッチングを行う。
　音声認識部２３２は、音声認識した音声認識結果を言動決定部２１５へ送出する。
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　音声認識結果は、「おはよう」、「こんにちは」や「何かお話して」などの、人がロボ
ットに対して話しかけた言葉である。
　音声認識部２３２が認識する言葉は、「おはよう」や「こんにちは」などの通常命令を
含む。通常命令は、例えば、ロボット側から出力された話題に対するユーザ側の応答等を
も含むものである。
【００４７】
　接触認識部２３３は、人がタッチセンサ５４に触れたときに出力される検知情報を受け
、これを接触認識情報として言動決定部２１５に送出する。
【００４８】
　また、タグリーダ４４により、予め物品に取り付けられた識別タグ（無線電子タグ）の
タグ識別情報が読み取られ、該読み取られたタグ識別情報は、アイテム探索実行部９２に
送出され、物品を認識できるようにしている。識別タグとしては、アクティブ、パッシブ
のＲＦＩＤタグ、超音波タグ、赤外線タグなど、電波や電磁波、超音波、赤外線などによ
り読み取り可能なタグを用いてよい。
【００４９】
　発話トリガー発生部２３４は、音声認識部２３２を参照して、予め決められた一定時間
以上の間、音声認識部２３２から言動決定部２１５への出力が無い場合に、ユーザの応答
に相当する発話トリガー情報を言動決定部２１５へ送出する。
　発話トリガー情報は、音声認識部２３２によって音声認識が可能な言葉のうちから選ば
れる一つの言葉であり、ランダム（任意）に選択される。したがって、発話トリガー情報
は、話題選択命令であるか通常命令であるかのどちらかである。音声認識が可能な言葉の
登録方法や乱数等を用いた任意選択の手法については慣用技術に属することであるので、
ここでは特に説明しない。
　発話トリガー情報の選択方法は、ランダム選択に限るものではない。それまでに音声認
識した言葉や、発話トリガー発生部２３４が送出した言葉を予め決められた時間の範囲内
で記憶しておき、そこに含まれない言葉を選ぶという方法を取ることもできる。
【００５０】
　言動決定部２１５は、接触認識部２３３から接触認識情報が送られてきたとき、あるい
は、音声認識部２３２から音声認識結果（例えば予め決められた通常命令を含む）が送ら
れてきたとき、さらには画像認識部２３１における人物認識用画像認識機能から１以上の
人物認識結果が送られてきたとき、またアイテム探索実行部９２からのアイテム探索に必
要な動作要求が送られてきたとき、それらに応じてロボットの言動（例えば応答言動）を
決定することができる。
【００５１】
　また、言動決定部２１５は、発話トリガー発生部２３４から発話トリガー情報が送られ
てきたときに、その発話トリガー情報が「おはよう」や「こんにちは」などの、予め決め
られた通常命令に含まれるとき、対応するロボットの言動（例えば応答言動）を決定する
。
【００５２】
　具体的には、言動決定部２１５は、シナリオ選択部２１５ａと、動作パターン選択部２
１５ｂと、コンテンツ生成部２１５ｃとを含む。
【００５３】
　シナリオ選択部２１５ａは、対応するシナリオをシナリオ情報記憶部１２５を参照して
選択する。
　シナリオ情報記憶部２２５には、音声認識語に対応する（応答文章および動作パターン
を含む）シナリオが記憶されている。
　応答文章に対応する動作パターンは、ロボットのアクチュエータ３４Ａ，３４Ｂ，５２
Ａ，５２Ｂを動かす命令になっている。
　また、シナリオ情報記憶部２２５には、タッチセンサ４７、５４が人間に触れられたと
きの応答動作も記憶されている。



(11) JP 5040865 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【００５４】
　シナリオ選択部２１５ａは、音声認識部２３２から音声認識語を受け取ったとき、シナ
リオ情報記憶部２２５に記憶されているシナリオの中から一つを選択して、シナリオに記
述された発話ファイル及びそれに関連づけられた動作パターンを示すモーションファイル
などをコンテンツ生成部１１５ｃへ送出する。
　また、シナリオ選択部２１５ａは、接触認識部２３３から接触認識情報を受け取ったと
き、接触認識情報に対応する動作パターンをシナリオ情報記憶部２２５から選択し、シナ
リオに記述された発話ファイル及びそれに関連づけられた動作パターンを示すモーション
ファイルなどをコンテンツ生成部１１５ｃへ送出する。
　タッチセンサ４７、５４および接触認識部２３３の構造によっては、接触力の強弱やそ
の継続時間に応じた接触認識情報を生成し、シナリオ選択部２１５ａによって接触認識情
報に応じた動作パターンを選択するといったことも可能である。
【００５５】
　動作パターン選択部２１５ｂは、シナリオ選択部２１５ａが読み込んだシナリオに基づ
き、動作パターン情報記憶部２２４からロボットの動作パターンを選択する。
【００５６】
　動作パターン情報記憶部２２４には、ロボットが発話を行う際に、効果的な愛くるしい
表現が実行できるような各動作パターンが記憶される。
　本実施の形態において、動作パターンは、ロボットの利用者に対する愛くるしい表現を
胸ＬＥＤ群、顔ＬＥＤ群、頭部の２方向の動作などを制御する各動作パターン、発話ファ
イルなどを含む。
【００５７】
　コンテンツ生成部２１５ｃは、シナリオ選択部２１５ａの指示を受け、シナリオ選択部
２１５ａにて選択されたシナリオと、動作パターン選択部２１５ｂが選択した動作パター
ンとに基づき、シナリオ選択部２１５ａにて選択された基本構成のシナリオ内に、様々な
要求に応じて動作パターン選択部２１５ｂが選択した動作パターンを設定するようにして
、コンテンツを生成する。
【００５８】
　言動実行部２１７は、言動決定部１１５のコンテンツ生成部２１５ｃから発話する文章
を示す発話ファイルとそれに対応する動作を示す各モーションファイルを含むコンテンツ
が送られてきたとき、発話ファイルに基づく発話コマンドを生成して音声合成部２１７ａ
へ送出すると共に、対応する動作を示す各モーションファイルに基づく各駆動コマンドを
メカ制御部２１７ｂ及びＬＥＤ制御部２１７ｃへ送出する。
【００５９】
　コンテンツ再生部（言動実行部）２１７は、言動実行制御手段の一例であり、通常状態
では、ロボット１０のコンテンツ生成部２１５ｃからの指示によりコンテンツに含まれる
言動条件を実行する。
　また、コンテンツ再生部（言動実行部）２１７は、遠隔管理などのサービスを受けてい
る状態では、ロボット制御サーバ１１０におけるコンテンツ供給部１１６からの前記コン
テンツを受信し、前記コンテンツに含まれる前記言動条件を実行する。いずれの言動条件
を優先するかは設定条件次第である。
　コンテンツ再生部（言動実行部）２１７は、メカ制御部（駆動制御部）２１７ｂ、音声
合成部２１７ａ、ＬＥＤ制御部２１７ｃを含む。
【００６０】
　コンテンツ再生部２１７は、コンテンツ生成部２１５ｃの指示又はロボット制御サーバ
１１０からの指示を受け、コンテンツ記憶部１１８から該当するモーションファイルや発
話ファイルを読み出し、ロボットのモーション再生のためのメカ駆動コマンドやロボット
の発話コマンド、ＬＥＤ駆動コマンドを発行して、メカ制御部（駆動制御部）２１７ｂ、
音声合成部２１７ａ、ＬＥＤ制御部２１７ｃにそれぞれ実行し、シナリオ再生を実行する
。
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【００６１】
　音声合成部２１７ａは、言動決定部２１５から与えられる文章から合成音声を生成し、
出力手段の一部である音声出力制御部（不図示）へ供給する。
　音声出力制御部には、音声合成部２１７ａからの合成音のディジタルデータが供給され
るようになっており、それらのディジタルデータを、アナログの音声信号にＤ／Ａ変換し
、スピーカ１２（音声出力部）に供給して出力させる。
【００６２】
　メカ制御部２１７ｂは、言動決定部２１５からのコンテンツに含まれる動作パターン（
アクチュエータ動作パターン）に基づいて、アクチュエータ３４Ａ，３４Ｂ，５２Ａ，５
２Ｂを各々駆動するための各駆動制御信号を生成し、これをアクチュエータ３４Ａ，３４
Ｂ，５２Ａ，５２Ｂへ送出する。これにより、アクチュエータ３４Ａ，３４Ｂ，５２Ａ，
５２Ｂは、各駆動制御信号にしたがって駆動し、ロボット１０を動作させる。
【００６３】
　ＬＥＤ制御部２１７ｃ（点灯制御部）は、言動決定部２１５からのコンテンツに含まれ
る動作パターン（ＬＥＤ動作パターン）に基づいて、胸ＬＥＤ群４５，顔ＬＥＤ群５７，
目ＬＥＤ群５８，耳ＬＥＤ群５６，その他の各種ＬＥＤ群４６を各々駆動するための各点
灯制御信号を生成し、これを胸ＬＥＤ群４５，顔ＬＥＤ群５７，目ＬＥＤ群５８，耳ＬＥ
Ｄ群５６，その他の各種ＬＥＤ群４６へ送出する。これにより、胸ＬＥＤ群４５，顔ＬＥ
Ｄ群５７，目ＬＥＤ群５８，耳ＬＥＤ群５６，その他の各種ＬＥＤ群４６は、各点灯制御
信号にしたがって点滅する。　
【００６４】
　以上のような前提となる基本構成に加えて、本実施の形態では以下のような特徴的構成
を有する。
【００６５】
　アイテム探索実行部９２（アイテム探索実行手段）は、ロボット制御サーバ１１０にお
けるアイテム探索制御部１１４からのアイテム探索要求に応じて前記アイテムの探索を実
行する。
【００６６】
　アイテム探索実行部９２は、第１のアイテム探索実行部９２ａを有し、この第１のアイ
テム探索実行部９２ａは、ロボット制御サーバ１１０からの第１のアイテム探索要求に基
づいて、先ずＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂが特定の第１の方向を向いた状態で第１の視野
中の周囲環境における第１画像を取得し、画像認識部２３１により前記第１の視野中にお
ける各物品の各特徴点パターンを抽出し、特徴点パターン情報（画像認識情報）を収集す
る。
　次に、第１のアイテム探索実行部９２ａは、前記第１の方向から他の第２の方向にＣＣ
Ｄカメラ５１Ａ、５１Ｂを移動させ（アクチュエータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂ、
を駆動させる）、第２の方向を向いた状態で第２の視野中の周囲環境における第２画像を
取得し、画像認識部２３１により前記第２の視野中における各物品の各特徴点パターンを
抽出し、特徴点パターン情報（画像認識情報）を収集する。
　更に、第１のアイテム探索実行部９２ａは、順次ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂの向きを
移動させ（アクチュエータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂ、を駆動させる）、左右３６
０度、上下１８０度の全方角についての各視野中の周囲環境における各画像を取得し、画
像認識部２３１により前記各視野中における各物品の各特徴点パターンを各々抽出し、特
徴点パターン情報（画像認識情報）を収集する。
　そして、第１のアイテム探索実行部９２ａは、収集された特徴点パターン情報（画像認
識情報）を順次ないしはまとめてロボット制御サーバ１１０に送信する。
　本実施の形態では、管理側主導の例であるので、物品の検出判定をロボット制御サーバ
１１０側で行うこととしている。このため、ロボット１０側で物品判定用の特徴点パター
ン情報記憶部（ＤＢ）をもつ必要がなく、メモリ２２Ｂ消費量を低減して応答速度を向上
させることができる。
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　このように、第１のアイテム探索実行部９２ａは、ロボット１０が備えるＣＣＤカメラ
（画像取得部）から取得した画像情報をもとに画像認識機能によりロボットの周囲にある
各種物品を識別するための情報収集を行う。
【００６７】
　ここで、第１のアイテム探索実行部９２ａは、順次ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂの向き
を移動させるようにアクチュエータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂを駆動させる必要が
あるが、この駆動制御は、動作パターン情報記憶部２２４にアイテム探索用動作パターン
を記憶させておき、動作パターン選択部２１５ｂに該パターンを選択するようにソフトウ
エア的に制御してもよいし、通常行うロボットの言動実行とは独立して探索専用の回路な
どによってアクチュエータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂの駆動制御を行うようにして
もよい。さらには、探索専用のＣＣＤカメラを回動可能に他に設け（物品探索用画像取得
部）、収集するようにしてもよい。
【００６８】
　又、アイテム探索実行部９２は、第２のアイテム探索実行部９２ｂを有し、この第２の
アイテム探索実行部９２ｂは、ロボット制御サーバ１１０からの第２のアイテム探索要求
に基づいて、先ずタグリーダ４４が特定の第１の方向の周囲環境におけるタグ識別情報を
取得し、第１の方向における各物品のタグ識別情報を収集する。
　次に、第２のアイテム探索実行部９２ｂは、前記第１の方向から他の第２の方向にタグ
リーダ４４を移動させ（アクチュエータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂ、を駆動させる
）、第２の方向を向いた状態で周囲環境におけるタグ識別情報を取得し、第２の方向にお
ける各物品のタグ識別情報を収集する。
　更に、第２のアイテム探索実行部９２ｂは、順次タグリーダ４４を移動させ（アクチュ
エータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂ、を駆動させる）、左右３６０度、上下１８０度
の全方角についての周囲環境における各物品のタグ識別情報を取得し収集する。
　そして、第２のアイテム探索実行部９２ｂは、収集されたタグ識別情報を順次ないしは
まとめてロボット制御サーバ１１０に送信する。
　本実施の形態では、管理側主導の例であるので、物品の検出判定をロボット制御サーバ
１１０側で行うこととしている。このため、ロボット１０側で物品判定用のタグ識別情報
記憶部（ＤＢ）をもつ必要がなく、メモリ２２Ｂ消費量を低減して応答速度を向上させる
ことができる。
　このように、第２のアイテム探索実行部９２ｂは、ロボット１０が備えるタグリーダ（
タグ識別情報取得部）から取得したタグ識別情報をロボットの周囲にある各種物品につい
て情報収集を行う。
【００６９】
　また、第２のアイテム探索実行部９２ｂは、タグリーダ４４により予め物品に取り付け
られた識別タグのタグ識別情報を読み取る処理を行い、目的のタグ識別情報を有する識別
タグの位置情報を取得可能な位置情報取得機能を備える。
【００７０】
　ここで、第２のアイテム探索実行部９２ｂは、順次タグリーダ４４を移動させるように
アクチュエータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂを駆動させる必要があるが、この駆動制
御は、動作パターン情報記憶部２２４にアイテム探索用動作パターンを記憶させておき、
動作パターン選択部２１５ｂに該パターンを選択するようにソフトウエア的に制御しても
よいし、通常行うロボットの言動実行とは独立して探索専用の回路などによってアクチュ
エータ５１Ａ、５１Ｂ、３４Ａ、３４Ｂの駆動制御を行うようにしてもよい。さらには、
タグリーダを回動可能に設け、収集するようにしてもよい。
【００７１】
　また、アイテム探索実行部９２は、ロボットが所在する位置の近傍や周囲における環境
情報（どの位置にどのような物品があるのか）を取得することもできる。
　アイテム探索実行部９２は、たとえば、２以上のＣＣＤカメラ、温度センサ等の人体検
知センサ、超音波タグセンサ、無線タグセンサ等各取得部からの情報をもとに探索するこ



(14) JP 5040865 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

もできる。
【００７２】
　（ＬＥＤ制御について）
　ＬＥＤ制御部２１７ｃは、ＬＥＤの点滅速度を制御する。これにより、ロボットの心拍
状態を擬似的に表現できる。
【００７３】
　ＬＥＤ制御部２１７ｃは、各ＬＥＤの表示色パターンを制御する。これにより、ロボッ
トの欲求状態を利用者は視認できる。
【００７４】
　また、ＬＥＤ制御部２１７ｃは、ロボットの欲求状態を表示する第１モードと、特別に
表現すべきロボットの欲求の解消状況を表示する第２モードとを適宜切り替え選択制御す
るモード制御機能を備える。
【００７５】
　第１モードでは、例えばマズローの欲求段階にほぼ対応するように予め定義されたロボ
ットの欲求段階に応じた表示パターンにて表示制御することができる。
　例えば、第１欲求表示段階（タスク実現の欲求）では、利用者を楽しませたり、利用者
に役立ったりしたいという欲求を示し、白とタスクの象徴色（第１の表示色パターン）を
表示するように表示制御する。
　また、第２欲求表示段階（コミュニケーションの欲求）では、利用者とのやりとりを上
手くやりたいという欲求を示し、白（第２の表示色パターン）を表示するように表示制御
する。
　さらに、第３欲求表示段階（関係の欲求）では、他者と関わりたいという欲求を示し、
オレンジ（第３の表示色パターン）を表示するように表示制御する。
　さらにまた、第４欲求表示段階（安全の欲求）では、自分の身を守りたいという欲求を
示し、赤（第４の表示色パターン）を表示するように表示制御する。
　これらのうち、第１モードで心拍が通常（第１の点滅速度）の場合、
　対話モード、自律行動モード、伝言や顔登録などタスク系サブシナリオモードにおいて
表示制御することが好ましい。
　一方、第１モードで心拍が早い（第２の点滅速度）の場合、なぞなぞやまいとなどエン
タメ系サブシナリオモード、自動充電モード、緊急モードにおいて表示制御することが好
ましい。
【００７６】
　第２モードでは、ユーザからの設定入力によって、特別に表現したいリアクションを実
行できる。
　この第２モード（特別演出状態）では、ほめられ反応モードやダンスモード、歌モード
において表示制御することが好ましい。
　表示色パターンの例としては例えば「嬉しい」場合はピンク、「楽しい」場合は３色、
設定中は青などが挙げられる。
　この場合、３色以上の組み合わせでは、明るい色、中間の色、暗い色を組み合わせる。
　色を組み合わせる場合、暖色系と寒色系を組み合わせたり、色合い（色相）だけでなく
見た目の明るさが異なる２色を組み合わせることが好ましい。
【００７７】
　例えば、「嬉しい」場合の表示パターンの例として、図８及び図９が挙げられる。図８
では、胸ＬＥＤ群４５のうちＬＥＤ４５ａ（第１表示部）、ＬＥＤ４５ｂ（第２表示部）
、ＬＥＤ４５ｃ（第３表示部）の３つをハート型に配置し、ハートイメージを構成する。
この場合の各ＬＥＤ４５ａ、４５ｂ、４５ｃの点灯パターンは、図９に示すように、第１
の輝度（例えば０）と第２の輝度との間で変化させるパターンと、第１の輝度（例えば０
）と第２の輝度より高い第３の輝度との間で変化させるパターンとを交互に繰り返し、３
粒同時に次第に輝度を上げ点灯する第１の感情表示パターンとしている。
【００７８】
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　また、例えば、「楽しい」場合の表示パターンの例として、図１０及び図１１が挙げら
れる。図１０では、胸ＬＥＤ群４５のうちＬＥＤ４５ａ（第１表示部）、ＬＥＤ４５ｂ（
第２表示部）、ＬＥＤ４５ｃ（第３表示部）の３つをハート型に配置し、ハートイメージ
を構成する。この場合の各ＬＥＤ４５ａ、４５ｂ、４５ｃの表示色パターンは、各ＬＥＤ
４５ａ、４５ｂ、４５ｃを赤、ピンク、オレンジとする第１サブ表示色パターンと、各Ｌ
ＥＤ４５ａ、４５ｂ、４５ｃを全てオレンジとする第２サブ表示色パターンと、各ＬＥＤ
４５ａ、４５ｂ、４５ｃを全てピンクとする第３サブ表示色パターンと、を有し、第１サ
ブ表示色パターン、第２サブ表示色パターン、第１サブ表示色パターン、第３サブ表示色
パターンを交互に繰り返す表示色パターンとしている。これにより、各ＬＥＤ４５ａ、４
５ｂ、４５ｃを各ＬＥＤ４５ｃ、４５ｂ、４５ａの順に回転するイメージを作り出すこと
ができる。
　さらに、図１１に示すように、第１サブ表示色パターンにおける第１サブ点灯パターン
は、第１の輝度と第２の輝度との間で第１周期にて３粒変化させるパターンとする。また
、第２、第３サブ表示色パターンにおける第２サブ点灯パターンは、第１の輝度と第２の
輝度との間で第１周期の半分の第２周期にて変化させるパターンとする。この際、各ＬＥ
Ｄ４５ｃ、４５ａ、４５ｂ、４５ｃの順に点灯し、これらを組み合わせてる第２の感情表
示パターンとしている。
【００７９】
　また、例えば、盛り上がり系サブシナリオとして「なぞなぞ、お話」など場合の表示パ
ターンの例として、図１２及び図１３が挙げられる。図１２では、胸ＬＥＤ群４５のうち
ＬＥＤ４５ｃ（第３表示部）、ＬＥＤ４５ｄ（第４表示部）の２つを異なる大きさの表示
パターンを構成する。この場合の各ＬＥＤ４５ｃ、４５ｄの表示色パターンは、各ＬＥＤ
４５ｃ、ｄをピンク、白とする表示色パターンを有する。
　さらに、図１３に示すように、ＬＥＤ４５ｄの第１点灯パターンは、第１の輝度と第２
の輝度との間で第１周期にて変化させるパターンとする。また、ＬＥＤ４５ｃの第２点灯
パターンは、第１の輝度と第２の輝度より低い第３の輝度との間で第１周期にて変化させ
、第１の輝度の期間を第２の輝度の期間よりも長くするパターンとする。これらを組み合
わせてる第３の感情表示パターンとしている。
　これにより、白とピンクのパターンと白のみのパターンとが交互に繰り返し、楽しいコ
ンテンツを一緒に行い心拍が早いイメージを作り出すことができる。
　このようにして、ダンスなどの演劇的表現が増大し、エンタテイメントにも適するロボ
ットを提供できる。
【００８０】
　以上の各表示パターンは、動作パターン情報記憶部２２４に記憶され、シナリオや外部
情報、アイテムの種類などに応じて動作パターン選択部２１５ｂにより適宜選択変更され
、ＬＥＤ制御部２１７ｃが選択されたパターンを実行制御する。
【００８１】
　（遠隔管理装置の詳細構成）
　図５は、ロボット制御サーバの詳細構成の一例を示すブロック図である。
　遠隔管理装置の一例であるロボット制御サーバ１１０は、図５に示すように、取得手段
としての外部情報取得部１１２と、アイテム決定手段としての関連アイテム情報決定部１
１３と、アイテム探索制御手段としてのアイテム探索制御部１１４と、言動決定手段とし
ての言動決定部１１５と、コンテンツ供給手段としてコンテンツ供給部１１６と、関連ア
イテム情報記憶部１２１と、特徴点パターン情報記憶部１２２と、タグ識別情報記憶部１
２３と、動作パターン情報記憶部１２４と、シナリオ情報記憶部１２５と、コンテンツ記
憶部１２６とを含む。　
【００８２】
　外部情報取得部１１２は、利用者のロボット１０に対する言動要求又は所定の時刻に生
成されるサービス開始要求に基づいて、情報提供空間が構築された通信網ＮＷを通じて外
部情報を取得する。
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　例えば、天気情報のサービスをうけるサービス提供開始時刻を予め利用者が登録の際に
設定すると、現在時刻が当該時刻に至ったかどうかをチェックし、前記時刻であると判定
された場合には、シナリオ選択部１１５ａは、シナリオ情報記憶部１２５からサービス内
容に応じたシナリオを読み込む。
　外部情報取得部１１２が、外部情報を取得する際、情報提供サーバに対して情報検索を
行い、外部情報を得ることになる。
　ここでは、例えば天気予報サービスに対応するシナリオを選択した場合、当該シナリオ
に記述された天気予報情報の提供サイト（情報提供サーバ）にアクセスし、ロボットが所
在する位置に応じた天気予報情報を取得する。　
【００８３】
　関連アイテム情報記憶部１２１は、外部情報と、この外部情報に関連するアイテムとが
対応づけられて記憶されている。
　外部情報が例えば天気予報の天候情報「雨」である場合には、関連するアイテムとして
例えば「傘」などが挙げられる。このため、「雨」と「傘」とが対応づけられている。
【００８４】
　関連アイテム情報決定部１１３は、関連アイテム情報記憶部１２１を参照し、外部情報
に関連するアイテム（関連アイテム）を決定する。さらに、関連アイテム情報決定部１１
３は、関連アイテム情報が得られた場合、得られた関連アイテム情報及び外部情報をアイ
テム探索制御部１１４に送出する。一方、関連アイテム情報決定部１１３は、関連アイテ
ム情報が得られない場合、外部情報を言動決定部１１５の動作パターン選択部１１５ｂに
送出する。
【００８５】
　例えば、関連アイテム情報決定部１１３は、外部情報が「雨」の場合、関連アイテムを
「傘」と決定し、得られた「傘」という関連アイテム情報をアイテム探索制御部１１４に
送出する。一方、関連アイテム情報決定部１１３は、外部情報が「晴れ」の場合、関連ア
イテムが見つからず、「晴れ」という外部情報を動作パターン選択部１１５ｂに送出する
。
【００８６】
　アイテム探索制御部１１４は、前記アイテムがロボット１０の周辺にあるかどうかをロ
ボット１０に探索させるための制御をし、前記アイテムの有無を判定する。
　アイテム探索制御部１１４は、このアイテム探索実行部９２により得られた情報をもと
にアイテム探索を行う。すなわち、前記アイテム探索制御部１１４は、前記アイテムの有
無を画像認識情報により探索する第１のアイテム探索制御部１１４ａを備える。また、ア
イテム探索制御部１１４は、前記画像認識情報により前記アイテムが無いと判定された場
合に、前記アイテムの有無を予め前記アイテムに備えた無線電子タグからのタグ識別情報
により探索する第２のアイテム探索制御部１１４ｂを備える。
【００８７】
　第１のアイテム探索制御部１１４ａは、ロボット１０の第１のアイテム探索実行部９２
ａに対し第１のアイテム探索要求を送出し、ロボット１０に関連アイテムの探索を実行さ
せる。この際、ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂから得られた画像をもとに画像認識を行い関
連アイテムの探索を行う。
【００８８】
　特徴点パターン情報記憶部１２２は、予め登録段階で、ロボットの周辺にある各種物品
の特徴点パターン情報（既登録特徴点パターン情報）が物品識別子とともに記憶されてい
る。
　第１のアイテム探索制御部１１４ａは、ロボット１０が収集して画像認識処理をした画
像認識情報をロボット１０より受信し、特徴点パターン情報記憶部１２２を参照してマッ
チング処理を行う。
【００８９】
　第１のアイテム探索制御部１１４ａは、関連アイテムを見つけた場合、関連アイテム情
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報を外部情報とともに動作パターン選択部１１５ｂに送出する。一方、第１のアイテム探
索制御部１１４ａは、関連アイテムが見つからない場合、第２のアイテム探索制御部１１
４ｂに指示を行うとともに関連アイテム情報及び外部情報を第２のアイテム探索制御部１
１４ｂに送出する。
【００９０】
　第２のアイテム探索制御部１１４ｂは、ロボット１０の第２のアイテム探索実行部９２
ｂに対し第２のアイテム探索要求を送出し、ロボット１０に関連アイテムの探索を実行さ
せる。この際、タグリーダ４４から得られたタグ識別情報により関連アイテムの探索を行
う。
【００９１】
　タグ識別情報記憶部１２３は、予め登録段階で、ロボットの周辺にある各種物品に取り
付けられた無線電子タグのタグ識別情報（既登録タグ識別情報）が記憶されている。
　第２のアイテム探索制御部１１ｂａは、ロボット１０が収集したタグ識別情報をロボッ
ト１０より受信し、タグ識別情報記憶部１２３を参照して前記関連アイテムに対応する物
品があるかどうかの探索を行う。
【００９２】
　第２のアイテム探索制御部１１４ｂは、関連アイテムを見つけた場合、関連アイテム情
報とともに外部情報を動作パターン選択部１１５ｂに送出する。一方、第２のアイテム探
索制御部１１４ｂは、関連アイテムが見つからない場合、関連アイテムがない旨の通知を
外部情報とともに言動実行部１１５の動作パターン選択部１１５ｂに送出する。
【００９３】
　例えば、第１のアイテム探索制御部１１４ａは、関連アイテム情報が「傘」である場合
、前記「傘」がロボット１０の周辺にあるかどうかをロボット１０に探索させる。
　第１のアイテム探索制御部１１４ａは、画像認識により「傘」を見つけた場合、関連ア
イテム情報「傘」を外部情報「雨」とともに動作パターン選択部１１５ｂに送出する。一
方、第１のアイテム探索制御部１１４ａは、「傘」が見つからない場合、第２のアイテム
探索制御部１１４ｂに指示する。
　第２のアイテム探索制御部１１４ｂは、タグ識別情報により「傘」を探索する。第２の
アイテム探索制御部１１４ｂは、タグ識別情報により「傘」を見つけた場合、関連アイテ
ム情報「傘」を外部情報「雨」とともに動作パターン選択部１１５ｂに送出する。一方、
第２のアイテム探索制御部１１４ａは、「傘」が見つからない場合、関連アイテムがない
旨の通知を外部情報「雨」とともに言動実行部１１５の動作パターン選択部１１５ｂに送
出する。
　このように、アイテム探索制御部１１４は、アイテムが鞄の中にあるなど画像認識によ
りアイテムを発見できない場合でも、タグ識別情報によりアイテムを見つけ出すことがで
きる。
【００９４】
　アイテム探索制御部１１４は、取得した環境情報を解析し、ロボットの近傍にある物品
の種類、およびそれらの物品のロボットに対する位置を把握する。
【００９５】
　アイテム探索制御部１１４は、取得した画像から物品と識別される領域を抜き出す検出
を行う。
　つづいて、アイテム探索制御部１１４は、検出した物品画像の大きさおよび形状、なら
びにロボットの位置に基づき、ロボットの近傍にいる物品の種類、各物品のロボットに対
する位置（角度および距離）を推定する。
【００９６】
　また、予め物品画像と、その属性情報との対応データ等を取得しておき、アイテム探索
部により物品の画像認識を行い、物品の有無の判定を行う。
【００９７】
　また、アイテム探索制御部１１４は、タグリーダから取得した情報をもとに探索するこ
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ともできる。たとえば、予め物品に識別情報や属性情報を記憶したタグを付与しておくこ
とができる。
　この場合、アイテム探索制御部１１４は、タグリーダにより、タグから情報を読み取る
ことにより、ロボットの近傍にいる物品の種類、各物品のロボットに対する位置を推定す
ることができる。
【００９８】
　アイテム探索制御部１１４は、把握した物品の種類や位置等の状況を　記憶部　に記憶
する。
　アイテム探索制御部１１４は、取得する情報および記憶部に記憶された情報に基づき、
物品配置の変化も検出する。
【００９９】
　言動決定部１１５は、アイテム探索制御部１１４にて前記アイテムがあると判定された
場合、前記利用者に対して前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前
記ロボットの言動条件を決定しこの言動条件をコンテンツとして生成する。
【０１００】
　シナリオ情報記憶部１２５は、ロボットの振る舞いについて記載されたシナリオを記憶
する。シナリオは、たとえば、ロボットに再生させるべきモーションファイルや発話ファ
イル、およびその再生手段等が記述されたプログラムとすることができる。すなわち、シ
ナリオ情報記憶部１２５は、モーションファイルや発話ファイルを指定し、順番に再生し
ていくためのスクリプト言語などを記憶している。ここで、モーションファイルは、ロボ
ットのモーションを示す。発話ファイルは、ロボットの発話を示す。
　モーションファイルは、ロボットの動作パターンを有し、アクチュエータ３４Ａ，３４
Ｂ，５２Ａ，５２Ｂを動作させるものである。
【０１０１】
　シナリオ選択部１１５ａは、設定またはユーザの指示に従い、シナリオ情報記憶部１２
５からシナリオを選択し、それを読み込む。
　シナリオ選択部１１５ａは、シナリオ情報記憶部１２５から読み込んだシナリオに従い
、動作パターン選択部１１５ｂおよびコンテンツ生成部１１５ｃに指示を行う。
【０１０２】
　動作パターン選択部１１５ｂは、アイテム探索部　が探索した物品の種類、およびシナ
リオ選択部１１５ａが読み込んだシナリオに基づき、動作パターン情報記憶部１２４から
ロボットの動作パターンを選択する。
【０１０３】
　動作パターン情報記憶部１２４には、ロボットが発話を行う際に、効果的な愛くるしい
表現が実行できるような各動作パターンが記憶される。
　本実施の形態において、動作パターンは、ロボットの利用者に対する愛くるしい表現を
胸ＬＥＤ群、顔ＬＥＤ群、頭部の２方向の動作などを制御する各動作パターンを含む。
【０１０４】
　たとえば、動作パターン選択部１１５ｂは、天候が雨の場合には、頭部をうつむき加減
に動作させる頭部動作パターンとするために第１頭部モーションファイルを選択し、胸Ｌ
ＥＤ群を「悲しい」感情を示す点灯制御パターンとするために第１胸点灯制御モーション
ファイルを選択し、発話ファイルは「本日の天候は雨です」という音声情報の第１発話フ
ァイルを選択する。
　そして、選択されたシナリオに、前記第１発話ファイル、第１頭部モーションファイル
、第１胸点灯制御モーションファイルのファイル名を設定し、コンテンツを生成する。
【０１０５】
　例えば、第１言動パターンは、判定の結果「傘」があると判定された場合であり、天気
予報の雨に傘を関連づけた言動パターン「今日の天気は雨です。傘が＊＊にありますので
傘をお持ち下さい。」などが挙げられる。この際、動作パターンは、胸ＬＥＤ群、顔ＬＥ
Ｄ群、頭部の２方向の動作を「悲しい」動作となるパターンを選択設定する。
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　また、第２言動パターンは、判定の結果「傘」がないと判定された場合であり、「今日
の天気は雨です。」「今日の天気は雨です。ここには傘はありません。」などが挙げられ
る。
　さらに、第３の言動パターンは、「今日の天気は晴れです。」などが挙げられる。この
際、動作パターンは、胸ＬＥＤ群、顔ＬＥＤ群、頭部の２方向の動作を「うれしい」動作
となるパターンを選択設定する。
【０１０６】
　このようにして、動作パターン選択部１１５ｂは、動作パターン情報記憶部１２４から
動作パターンを選択する。
【０１０７】
　また、動作パターン記憶部１２４は、各動作の時間の設定を含むことができる。動作パ
ターン情報記憶部１２４には、物品の位置情報とロボットの現在位置とに基づき、物品ま
で移動するための動作パターンも記憶することができる。
【０１０８】
　コンテンツ記憶部１２６は、モーションファイルおよび発話ファイルを記憶する。
【０１０９】
　コンテンツ生成部１１５ｃは、シナリオ選択部１１５ａの指示を受け、シナリオ選択部
１１５ａにて選択されたシナリオと、動作パターン選択部１１５ｂが選択した動作パター
ンとに基づき、シナリオ選択部１１５ａにて選択された基本構成のシナリオ内に、アイテ
ム探索結果などの結果に応じて動作パターン選択部１１５ｂが選択した動作パターンを設
定するようにして、コンテンツを生成する。
　具体的には、コンテンツ生成部１１５ｃは、ロボットが適切な動作を行うよう、ロボッ
トの首、胴体、の一つ以上を移動させ、ＬＥＤを点灯動作させるためのモーションファイ
ルを生成する。
　また、コンテンツ生成部１１５ｃは、記憶部に記憶された物品の位置、および動作パタ
ーン選択部が選択した動作パターンに基づき、コンテンツを生成することもできる。
【０１１０】
　コンテンツ供給部１１６は、前記コンテンツを前記ロボットに供給する。
　コンテンツ供給部１１６は、コンテンツ生成部１１５ｃの指示を受け、コンテンツ記憶
部１１８から該当するモーションファイルや発話ファイルを読み出し、ロボット１０に送
信し、ロボット１０側のコンテンツ記憶部２２６に書き込むよう指示するとともに、ロボ
ット１０側のコンテンツ再生部２１７に当該ファイルを実行するように指示する。　
【０１１１】
　ロボット制御サーバ１１０側のアイテム探索制御部１１４は、ロボット１０側のコンテ
ンツ再生部２１７がコマンドを発行中も定期的に周囲の状況を取得することができる。
　アイテム探索制御部１１４は、取得したデータを解析し、ロボットの近傍の物品の種類
、およびそれらの物品のロボットに対する位置の変化を検出する。
　アイテム探索制御部１１４は、動作パターン選択部１１５ｂに指示し、ロボットの移動
などにより、ロボットの近傍にいる物品の数や位置に変化があった場合、動作パターン選
択部２１５ｂは、新たな状況に応じて、動作パターン記憶部２２４から動作パターンを選
択しなおすことができる。
【０１１２】
　（動作処理手順について）
　（全体の概略動作）
　次に、上述のような構成を有するロボット制御システムの全体の概略動作処理手順につ
いて、図６を参照しつつ説明する。図６は、図１のロボット制御システムにおける処理手
順の一例を示すネットワークシーケンス図である。
【０１１３】
　本実施の形態に係るロボット制御システムにおける動作処理手順は、少なくとも利用者
と対話可能なロボットと、前記ロボットと通信網を介して通信接続され前記ロボットを制
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御する遠隔管理装置とを備えたロボット制御システムを対象とするものである。
【０１１４】
　この遠隔管理を行う際の動作処理手順は、基本的手順として、遠隔管理装置としてのロ
ボット制御サーバが、前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時刻に生成
されるサービス開始要求に基づいて、情報提供空間が構築された前記通信網を通じて外部
情報を取得し（図６に示すステップＳ１１２：外部情報取得ステップ）、次に、前記外部
情報に関連するアイテムを決定し（図６に示すステップＳ１１３：アイテム決定ステップ
）、続いて、前記アイテムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを前記ロボットに探索さ
せ、前記アイテムの有無を判定するアイテム探索制御をし（図６に示すステップＳ１２０
ａ：アイテム探索制御処理ステップ）、しかる後、前記アイテムがあると判定された場合
、前記利用者に対して前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように前記ロ
ボットの言動条件を決定しこの言動条件をコンテンツとして生成する（図６に示すステッ
プＳ１３１：言動決定ステップ）ことを行うものである。
【０１１５】
　さらに、この遠隔管理を行う際の動作処理手順では、前記アイテム探索制御に際しては
、前記アイテムの有無を画像認識情報により探索することができる（図６に示すステップ
Ｓ１２１、Ｓ１２３、Ｓ１２４からなるステップ）。
【０１１６】
　また、この遠隔管理を行う際の動作処理手順では、前記アイテム探索制御に際しては、
前記画像認識情報により前記アイテムが無いと判定された場合に、前記アイテムの有無を
予め前記アイテムに備えた無線電子タグからのタグ識別情報により探索することができる
（図６に示すステップＳ１２５、Ｓ１２７、Ｓ１２８からなるステップ）。
【０１１７】
　更に、ロボット側におけるロボット制御の際の動作処理手順では、前記遠隔管理装置に
て取得された外部情報に関連するアイテムが前記ロボットの周辺にあるかどうかを探索し
（図６に示すステップＳ１２０ｂ：アイテム探索実行処理ステップ）、前記アイテムがあ
る場合、前記利用者に対して前記外部情報及び前記アイテムを含む情報を告知するように
前記ロボットの言動条件を実行する（図６に示すステップＳ１３３：言動実行処理ステッ
プ）ことができる。
【０１１８】
　（動作処理手順の詳細）
　以下、これを詳述する。
【０１１９】
　まず、図６に示すように、プログラムがスタートすると、所定時刻かどうかを判定する
（ステップＳ１１０：サービス提供開始時刻判定ステップ）。
　例えば、天気情報のサービスをうけるサービス提供開始時刻を予め利用者が登録の際に
設定すると、現在時刻が当該時刻に至ったかどうかをチェックする。
【０１２０】
　前記時刻であると判定された場合には、シナリオ選択部１１５ａは、シナリオ情報記憶
部１２５からサービス内容に応じたシナリオを読み込む（Ｓ１１１：シナリオ選択ステッ
プ）。
　又は、前記利用者の前記ロボットに対する言動要求の一例である音声指示入力（ステッ
プＳ１０１）によりロボットが音声認識を行い（ステップＳ１０２）、音声認識結果がロ
ボット制御サーバに伝達される（ステップＳ１０３）ことによっても情報提供サービス用
のシナリオ選択を行うことができる。
　どのシナリオを読み込むかは、設定またはユーザの指示に基づき決定される。
【０１２１】
　続いて、取得手段（外部情報取得部１１２）として機能するロボット制御サーバのコン
ピュータが、外部情報を取得する（Ｓ１１２：外部情報取得ステップ）。
　このため、外部情報取得は、前記利用者の前記ロボットに対する言動要求又は所定の時
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刻に生成されるサービス開始要求に基づいて行われる。
　この際、情報提供サーバに対して情報検索を行い（ステップＳ１１２ａ）、外部情報を
得る（ステップＳ１１２ｂ）ことになる。
　ここでは、例えば天気予報サービスに対応するシナリオを選択した場合、当該シナリオ
に記述された天気予報情報の提供サイト（情報提供サーバ）にアクセスし、ロボットが所
在する位置に応じた天気予報情報を取得する。
【０１２２】
　次に、アイテム決定手段（関連アイテム情報決定部１１３）として機能するロボット制
御サーバのコンピュータは、取得した外部情報に基づき、関連アイテム情報記憶部１２１
を参照して外部情報に対応するアイテムが何であるかを決定する（ステップＳ１１３：ア
イテム決定ステップ）。
　関連アイテム情報記憶部１２１には、予め外部情報とアイテムとが対応づけられて記憶
されている。
　このため、例えば、外部情報が天気予報情報である場合、天気予報「雨」に関連するア
イテムとして「傘」という情報を取得することができる。
【０１２３】
　そして、アイテム探索手段（アイテム探索制御部１１４）として機能するロボット制御
サーバのコンピュータは、前記アイテムがロボットの周辺にあるかどうかをロボットに探
索させ、前記アイテムの有無を判定するアイテム探索制御をする（ステップＳ１２０ａ：
アイテム探索制御処理ステップ）。
【０１２４】
　より詳細には、ロボット制御サーバのコンピュータは、第１のアイテム探索要求をロボ
ットに対して送信する（ステップＳ１２１：第１のアイテム探索要求送信ステップ）。
　ロボットは、第１のアイテム探索要求を受信すると、この第１のアイテム探索要求に基
づき画像認識情報を取得する処理を行う（ステップＳ１２２：画像認識情報取得ステップ
）。
　ロボットは、取得した画像認識情報をロボット制御サーバに通知し、ロボット制御サー
バは、これを受信する（ステップＳ１２３：画像認識情報受信ステップ）。
　ロボット制御サーバのコンピュータは、受信した画像認識情報と、特徴点パターン情報
記憶部１２２の既登録画像認識情報とに基づいて、ロボットの周辺にアイテムがあるかど
うかを判定する（ステップＳ１２４：第１のアイテム有無判定ステップ）。
　例えば、アイテムが「傘」である場合には、ロボットが所在する周囲環境に実物の「傘
」があるかどうかをＣＣＤカメラ及び画像認識部による画像認識情報をもとに探索する。
【０１２５】
　さらに、ステップＳ１２４の判定の結果、アイテムが無いと判定された場合、タグリー
ダによる探索を行う。すなわち、画像認識による探索でアイテムが発見されなかったとき
には、タグリーダによってアイテムの探索を行う。
　具体的には、ロボット制御サーバのコンピュータは、第２のアイテム探索要求をロボッ
トに対して送信する（ステップＳ１２５：第２のアイテム探索要求送信ステップ）。
　ロボットは、第２のアイテム探索要求を受信すると、この第２のアイテム探索要求に基
づきタグ識別情報を取得する処理を行う（ステップＳ１２６：タグ識別情報取得ステップ
）。
　ロボットは、取得したタグ識別情報をロボット制御サーバに通知し、ロボット制御サー
バは、これを受信する（ステップＳ１２７：タグ識別情報受信ステップ）。
　ロボット制御サーバのコンピュータは、受信したタグ識別情報と、タグ識別情報記憶部
１２３の既登録タグ識別情報とに基づいて、ロボットの周辺にアイテムがあるかどうかを
判定する（ステップＳ１２８：第２のアイテム有無判定ステップ）。
　例えば、アイテムが「傘」である場合には、ロボットが所在する周囲環境に実物の「傘
」があるかどうかをタグリーダによるタグ識別情報をもとに探索する。
【０１２６】
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　次に、言動決定手段（言動決定部１１５）として機能するロボット制御サーバのコンピ
ュータは、以上のステップＳ１２４及びステップＳ１２８の判定結果に基づいて、言動パ
ターンを動作パターン情報記憶部１２４を参照することによって選択し、言動決定を行う
（ステップＳ１３１：言動決定ステップ）。
【０１２７】
　より詳細には、以上のステップＳ１２４の判定の結果アイテムが有ると判定された場合
、又は、以上のステップＳ１２５の判定の結果アイテムが有ると判定された場合、外部情
報とアイテムとを含む情報の言動パターン（第１言動パターン）を選択し言動決定を行う
。
　一方、以上のステップＳ１２４の判定の結果アイテムが無いと判定された場合、又は、
以上のステップＳ１２５の判定の結果アイテムが無いと判定された場合、外部情報とアイ
テムが無い旨の情報とを含む情報の言動パターン（第２言動パターン）を選択し言動決定
を行う。
　さらに、ステップＳ１１３のアイテム決定の際に、外部情報に対応するアイテムが関連
づけられていない場合、外部情報のみの情報の言動パターン（第３言動パターン）を選択
し言動決定を行う。
【０１２８】
　例えば、第１言動パターンは、判定の結果「傘」があると判定された場合であり、天気
予報の雨に傘を関連づけた言動パターン「今日の天気は雨です。傘が＊＊にありますので
傘をお持ち下さい。」などが挙げられる。
　また、第２言動パターンは、判定の結果「傘」がないと判定された場合であり、「今日
の天気は雨です。」「今日の天気は雨です。ここには傘はありません。」などが挙げられ
る。
　さらに、第３の言動パターンは、「今日の天気は晴れです。」などが挙げられる。
【０１２９】
　このようにして、動作パターン選択部１１５ｂは、動作パターン情報記憶部１２４から
動作パターンを選択し、コンテンツ生成部１１５ｃは、動作パターン選択部１０４が選択
した動作パターンと、シナリオ選択部１１５ａが選択したシナリオに基づき、コンテンツ
を生成し、コンテンツ記憶部１２６に記憶する。
【０１３０】
　そして、コンテンツ供給手段（コンテンツ供給部１１６）として機能するロボット制御
サーバのコンピュータは、コンテンツ記憶部１２６のコンテンツをロボットに対して送信
する処理を行う（ステップＳ１３２：コンテンツ供給ステップ）。
【０１３１】
　次に、ロボットは、ロボット制御サーバからのコンテンツを受信すると、言動実行手段
（コンテンツ再生部９４）として機能するロボットのＣＰＵは、言動実行を行う（ステッ
プＳ１３３：言動実行ステップ）。
　すなわち、コンテンツ再生部９４は、該当するコンテンツ情報を再生し、音声による結
果報告（ステップＳ１３３ａ）、動作による結果報告（ステップＳ１３３ｂ）とを行う。
【０１３２】
　ロボット制御サーバは、次のシナリオを選択するか否かを判断し（Ｓ１４０）、次のシ
ナリオを選択する場合（Ｓ１４０のＹＥＳ）、ステップＳ１１１に戻り、新たなシナリオ
を選択する。一方、ステップＳ１４０において、次のシナリオを選択しない場合（Ｓ１４
０のＮＯ）、処理を終了する。
【０１３３】
　ここで、以上のステップＳ１２２、ステップＳ１２６からなるステップは、アイテム探
索実行処理ステップないしはアイテム探索実行処理機能ということもできる。
【０１３４】
　このようにすることで、図７に示すように、利用者ＵＳとロボットＰＯとの対話中に、
ロボットＰＯは、外部情報を通信網を介して取得するが、この外部情報に関連するアイテ
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ムが周囲環境ＳＰ内にあるかどうかを探索する。
　そして、傘立てＢＯ内の傘Ｐ１をＣＣＤカメラを通じて画像認識により認識できる。
　或いは、傘Ｐ１しか認識されない場合には、タグリーダによってタグ識別情報を得るこ
とにより、机ＤＥ内の折り畳み傘Ｐ２を認識することができる。
　これらを認識した上で、利用者ＵＳに対して「今日の天気は雨です。傘が＊＊にありま
すので傘をお持ち下さい。」などの言動を行うことができる。
【０１３５】
　また、アイテム探索実行処理、アイテム探索制御処理の際に、画像認識及びタグ識別情
報のいづれか一方又は双方により、利用者が既に傘を持参しているか否かを判定する機能
を実行することもできる。この場合、既に傘を含む鞄などを持参しており、出かける直前
に玄関などでロボットに対して天気を聞くといった場合が想定され、このような場合、ロ
ボットは、他の種々の言動実行、例えば「今日の午後の天気は雨だけど、既に鞄に折りた
たみ傘が入っているので、そちらをご使用下さい。傘立ての傘はあらためて持参する必要
はありません」などの言動を行なうこともできる。
【０１３６】
　以上のように本実施の形態によれば、外部情報に関連するアイテムがロボットの周辺に
ある場合に、前記外部情報及びアイテムを含む情報を利用者に告知することができる。
　これにより、ロボットが所在する周囲の環境にあるアイテムの存在を確認した上で言動
を実行するので、ロボットが所在する周囲の環境に応じて利用者に適切かつ詳細なアドバ
イスやナビゲーションを行うことができる。利用者の利便性を向上させることができる。
【０１３７】
　ここで、図４、図５に示すブロック図における一部の各ブロックは、コンピュータによ
り実行可能なプログラムにより機能化された状態を示すソフトウエアモジュール構成であ
ってもよい。
【０１３８】
　すなわち、物理的構成は例えば一又は複数のＣＰＵ（或いは一又は複数のＣＰＵと一又
は複数のメモリ）等ではあるが、各部（回路・手段）によるソフトウエア構成は、プログ
ラムの制御によってＣＰＵが発揮する複数の機能を、それぞれ複数の部（手段）による構
成要素として表現したものである。
【０１３９】
　ＣＰＵがプログラムによって実行されている動的状態（プログラムを構成する各手順を
実行している状態）を機能表現した場合、ＣＰＵ内に各部（手段）が構成されることにな
る。プログラムが実行されていない静的状態にあっては、各手段の構成を実現するプログ
ラム全体（或いは各手段の構成に含まれるプログラム各部）は、メモリなどの記憶領域に
記憶されている。
【０１４０】
　以上に示した各部、モジュール（手段）は、プログラムにより機能化されたコンピュー
タをプログラムの機能と共に実現し得るように構成しても、また、固有のハードウエアに
より恒久的に機能化された複数の電子回路ブロックからなる装置で構成してもよい。した
がって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの
組合せによっていろいろな形で実現でき、いずれかに限定されるものではない。
【０１４１】
　また、各部は、通信可能な専用のコンピュータからなる装置としてそれぞれ構成し、こ
れらの各装置によりシステムを構成してもよい。逆に、各部を単一の装置として構成した
システムであってもよい。
【０１４２】
　［第２の実施の形態］
　次に、本発明にかかる第２の実施の形態について、図１４に基づいて説明する。以下に
は、前記第１の実施の形態の実質的に同様の構成に関しては説明を省略し、異なる部分に
ついてのみ述べる。図１４は、本発明のロボット制御システムの第２の実施の形態の一例
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を示すブロック図である。
【０１４３】
　上述の第１の実施の形態では、ロボット制御サーバ側主導で処理を行う構成の一例を示
したが、本実施の形態では、ロボット側で主な処理を行う構成の一例を示している。
　本実施の形態では、ロボット側に前記第１の実施の形態におけるロボット制御サーバ１
１０の機能を備えるようにしている。本実施の形態の場合、ロボット制御サーバの管理側
制御手段は、サービス内容に応じた外部情報の取得とロボットへの提供を行う機能のみを
備え、アイテム有無判定などをロボット側で行うようにしている。
【０１４４】
　具体的には、本実施の形態のロボット制御システムにおけるロボット２１０のコントロ
ーラ２２は、図１４に示すように、前記第１の実施の形態におけるロボット１０が有する
機能に加え、前記第１の実施の形態におけるロボット制御サーバ１１０が有する機能と同
様の外部情報取得部２１２、関連アイテム情報決定部２１３、関連アイテム情報記憶部２
２１、特徴点パターン情報記憶部２２２、タグ識別情報記憶部２２３を備える。
【０１４５】
　また、ロボット２１０のコントローラ２２は、前記第１の実施の形態におけるロボット
制御サーバ１１０のアイテム探索制御部１１４とロボット１０のアイテム探索実行部９２
の双方の機能を備えたアイテム探索部２１４と、その他の各処理部２１８とを備える。
【０１４６】
　アイテム探索部２１４は、前記第１の実施の形態におけるロボット制御サーバ１１０の
第１のアイテム探索制御部１１４ａとロボット１０の第１のアイテム探索実行部９２ａの
双方の機能を備えた第１のアイテム探索部２１４ａと、前記第１の実施の形態におけるロ
ボット制御サーバ１１０の第２のアイテム探索制御部１１４ｂとロボット１０の第２のア
イテム探索実行部９２ｂの双方の機能を備えた第２のアイテム探索部２１４ｂとを備える
。　
　また、アイテム探索部２１４は、アイテム探索制御手段の一部で一例であるということ
もできる。
【０１４７】
　第１のアイテム探索部２１４ａは、関連アイテム情報決定部１１３からの指示を受けて
作動し、ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂから入力される映像に対して画像認識部２３１によ
り画像処理された画像認識情報（特徴点パターン情報）に基づいて、予め登録された特徴
点パターン情報記憶部２２２の既登録特徴点パターン情報との照合により物品を識別しア
イテムの判定を行う。
　第１のアイテム探索部２１４ａは、予め登録段階では、特徴点パターン記憶部１２２に
物品の識別子を特徴点パターン情報とともに記憶することできる。物品の識別子は、ＩＤ
である場合もあるし、物品名である場合もある。
【０１４８】
　第１のアイテム探索部２１４ａは、周囲の物品を検知し、関連アイテムに合致する物品
の探索を行ない、関連アイテムに合致する物品を見つけた場合には、関連アイテム情報を
言動決定部２１５の動作パターン選択部２１５ｂに送出する。発見できない場合、第２の
アイテム探索部２１４ｂを作動させる。
【０１４９】
　また、検知対象とする物品を予め登録しておいて、入力された画像の中から探す際には
、画像自体のマッチングで検出する手法や、特徴を抽出したあとで学習により識別を行う
手法など様々な手法を採用できる。
　第１のアイテム探索部２１４ａは、ＣＣＤカメラ５１Ａ、５１Ｂの視野中に存在する物
品例えば「傘」を検知し、その「傘」を検知すると、関連アイテム情報「傘」を動作パタ
ーン選択部２１５ｂへ送出できる。
【０１５０】
　第２のアイテム探索部２１４ｂは、タグリーダ４４から入力されるタグ識別情報に基づ
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いて、予め登録されたタグ識別情報記憶部２２３の既登録タグ識別情報との照合により物
品を識別しアイテムの判定を行う。　
　また、第２のアイテム探索部２１４ｂは、目的のタグ識別情報を有する識別タグの位置
情報を取得可能な位置情報取得機能を備える。
【０１５１】
　この際、アイテム探索部２１４は、ロボットから物品までの距離なども推定可能であり
、動作パターン情報記憶部２２４で予め用意されている動作パターンに位置情報を書き込
むことによって、言動実行部では、ロボットが言動実行をする際にアイテム位置まで案内
動作することも可能となる。
　位置情報は、第１、第２のアイテム探索部２１４ａ、２１４ｂのいずれによっても求め
ることができる。或いは必要に応じて双方を組み合わせるようにしてもよい。
【０１５２】
　その他の各処理部２１８は、ロボット制御サーバからサービス提供される情報に基づき
コントローラ２２の各記憶部を更新する機能、発話トリガー発生機能などが挙げられる。
例えば、関連アイテム情報や音声認識辞書、画像認識エンジン、動作パターン（ＬＥＤ点
灯表示パターンや頭部動作パターン、発話ファイル）などを適宜、更新、追加、削除など
を行うことができる。
【０１５３】
　（動作について）
　次に、メモリ２２Ｂの制御プログラムに従って外部情報取得部２１２、関連アイテム情
報決定部２１３、アイテム探索部２１４、言動決定部２１５、コンテンツ再生部（言動実
行部）２１７として機能するコントローラ２２（ロボット制御装置）のＣＰＵの処理動作
を説明する。
【０１５４】
　まず、図１５に示すように、利用者の前記ロボットに対する言動要求の一例である音声
指示入力（ステップＳ２１０）によりロボットが音声認識を行い音声認識結果が言動実行
部に伝達されると、シナリオ選択部２１５ａは、シナリオ情報記憶部２２５からサービス
内容に応じたシナリオを読み込む（Ｓ２１１：シナリオ選択ステップ）。
　どのシナリオを読み込むかは、設定またはユーザの指示に基づき決定される。
【０１５５】
　続いて、取得手段（外部情報取得部２１２）として機能するロボットのコントローラが
、外部情報を取得する（Ｓ２１２～Ｓ２１６：外部情報取得ステップ）。
　この際、ロボット制御サーバに対して情報取得要求を送信し（ステップＳ２１２）、続
いてロボット制御サーバが情報提供サーバに対して情報検索を行い（ステップＳ２１３）
、ロボット制御サーバが外部情報を得る（ステップＳ２１４）と、ロボット制御サーバか
らロボットに外部情報が通知され（ステップＳ２１５）、ロボットが外部情報を取得でき
る（ステップＳ２１６）。
【０１５６】
　その後のステップＳ２１７からステップＳ２１１までは、前記第１の実施の形態と同様
の処理をロボット側が行うこととなる。
　この際、アイテム探索部は、ロボットから物品までの距離なども推定可能で動作パター
ン情報記憶部予め用意されている動作パターンに位置情報を書き込むことによって、ロボ
ットが言動実行をする際にアイテム位置まで案内動作する（ステップＳ２３２）も可能と
なる。
【０１５７】
　このように本実施の形態では、前記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏しながらも
、アイテム位置までロボットが案内するので、利用者に対してさらに詳細なアドバイス、
ナビゲーションを行うことができる。
【０１５８】
　その他の構成およびその他のステップないしは機能並びにその作用効果については、前
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述した実施の形態の場合と同一となっている。また、上記の説明において、上述した各ス
テップの動作内容及び各部の構成要素並びにそれらによる各機能をプログラム化（ソフト
ウエアプログラム）し、コンピュータに実行させてもよい。
【０１５９】
　さらに、以上説明した方法は、コンピュータがプログラムを記録媒体から読み込んで実
行することによっても実現することが出来る。すなわち、上述のプログラムを、情報記録
媒体に記録した構成であってもよい。
【０１６０】
　[その他の各種変形例]
　また、本発明にかかる装置及び方法は、そのいくつかの特定の実施の形態に従って説明
してきたが、本発明の主旨および範囲から逸脱することなく本発明の本文に記述した実施
の形態に対して種々の変形が可能である。
【０１６１】
　また、ロボット制御サーバからの制御項目例としては、ロボットの遠隔操作を行う処理
の他、利用者の名前などの登録処理、利用者の国籍によりロボットが発話する言語を選択
する処理、アンケート機能・目覚まし機能・タイムキーパ機能など利用者の利用する機能
内容の登録処理、最新ニュース情報提供サービス登録処理、天気予報提供サービス登録処
理、イベント情報提供サービス登録処理、ロボットに新たにコンテンツを追加する処理、
ロボットを遠隔監視によりロボットの状態管理を行う処理機能、ロボットの言動を遠隔操
作で補助する処理などが挙げられる。
【０１６２】
　さらに、ロボット制御サーバは、コンテンツ更新機能、ユーザ履歴蓄積機能、遠隔操作
コックピット機能、半自動機能、使用開始アラーム機能、映像をログとする使用履歴記録
機能、異常検出アラーム機能、ユーザの質問に対する回答機能などを備えてよい。
【０１６３】
　これらの機能を用いてロボット制御システムによる情報提供サービスの例としては、例
えば、認知症の脳トレとして活用できる脳トレロボとしての機能、サーモグラフによる昼
夜問わずに監視可能な監視ロボとしての機能、語学練習用として活用できる語学練習ロボ
としての機能、音声応答機能・遠隔操作機能・遠隔設定機能によるタイムキーパーロボと
しての機能などが挙げられる。
【０１６４】
　また、他の情報提供サービスの例としては、アンケート機能（オペレータ・フィードバ
ック、リアルタイム、アフター）、コメント（ライブメッセージ収集）昨日、ユーザ属性
記録機能（年齢、性別）、準備しておいたコンテンツを順次展開する機能（特定時刻に言
動を実行する）、ユーザの履歴（内容・頻度）に応じた対話・情報提供機能、複数クライ
アントの使用場所の履歴を活用した観光案内機能、メンタル状況などの健康管理機能、ユ
ーザ履歴（内容・頻度）に応じた対話・情報提供、ユーザ間、家族間のメッセージの取次
ぎ、人・店の呼び出し、取次ぎ機能、予約システムとしての機能、店舗商品案内機能など
が挙げられる。　
【０１６５】
　このような機能を利用することによって、例えば、利用者が「今日のニュースは？」と
話しかけると、ロボットは「今日は、＊＊が発生したよ」という発話とともに当該発話に
対応する動作（頭部の２方向の動作及び各ＬＥＤの表示パターン）を実行することができ
る。
　また、利用者が「今日は何があるの？」と話しかけると、ロボットは「午後に広場で、
＊＊がある」という発話とともに当該発話に対応する動作（頭部の２方向の動作及び各Ｌ
ＥＤの表示パターン）を実行することができる。
　さらに、利用者が「明日＊＊時に起こしてね」と話しかけると、ロボットは所定の時刻
に「＊＊時だよ＊＊さん、起きて」という発話とともに当該発話に対応する動作（頭部の
２方向の動作及び各ＬＥＤの表示パターン）を実行することができる。
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　また、ロボット制御システムが他の例えば病院情報システムや電子カルテシステムなど
と通信網を介して通信接続することにより、患者ＩＤなどを用いて、ロボットが利用者と
の対話の最中に、所定の時刻になると服用すべき薬のリストを実際にその場所に前記薬が
あるかどうかをチェックしつつロボットの愛くるしい表現動作（頭部の２方向の動作及び
各ＬＥＤの表示パターン）とともに告知したりすることもでき、利用者（例えば患者など
）をなごませることもできる。
【０１６６】
　例えば、上記構成部材の数、位置、形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実
施する上で好適な数、位置、形状等にすることができる。すなわち、上記実施の形態では
、外部情報に関連するアイテム（物品）を１つ探索する場合を示したが、本発明は、これ
らの個数を制限するものではない。例えば、２以上の種類のアイテムを探索する場合であ
ってもよい。
【０１６７】
　また、アイテム探索を行う際には、ＣＣＤカメラ（画像取得部）からの画像情報を画像
認識部により画像認識を行い、この画像認識情報と既登録画像認識情報に基づきアイテム
探索を行う第１のアイテム探索と、タグリーダ（タグ識別情報取得部）からのタグ識別情
報と既登録タグ識別情報とに基づきアイテム探索を行う第２のアイテム探索を行う構成と
したが、他の手法によるアイテム探索を組み合わせてもよい。
【０１６８】
　また、ロボット装置は、アーム部およびそれを駆動するアクチュエータを含む構成とす
ることもでき、コントローラによりアーム部を駆動するアクチュエータを制御して、ロボ
ットに指切りや握手等をさせることもできる。これにより、例えば探索したアイテムを実
際に探し出して、利用者の手元に手渡すなども可能となる。
【０１６９】
　以上で説明したロボット制御システムの各構成要素は、任意のコンピュータのＣＰＵ、
メモリ、メモリにロードされた図の構成要素を実現するプログラム、そのプログラムを格
納するハードディスク等の記憶ユニット、ネットワーク接続用インターフェースを中心に
ハードウェアとソフトウェアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法
、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。
【０１７０】
　また、ロボット制御システムに用いられるロボットは、自律移動可能なロボット装置と
することもできる。ロボット制御システムは、ロボット装置内に組み込まれてもよく、ロ
ボット装置外部に設けられ、外部からロボット装置を制御するようにすることもできる。
　また、ロボット制御システムの一部のみがロボット装置内に組み込まれた構成とするこ
ともできる。ロボット制御システムがロボット装置外部に設けられた場合、無線通信等の
種々のネットワークを介して、ロボット装置に制御信号が送信される。また、ロボット制
御システムの一部のみがロボット装置内に組み込まれ、残りがロボット装置外部に設けら
れた場合、それらの間のデータの授受も、無線通信等の種々のネットワークを介して行う
ことができる。
　たとえば、本実施の形態において、外部情報取得部、関連アイテム決定部のみロボット
装置外部に設け、それ以外の構成をロボット装置内に組み込んだ構成とすることができる
。
【０１７１】
　このように、前記実施の形態における「システム」とは、複数の装置が論理的に集合し
た物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わない。このため、本発明は、
複数の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置
に適用しても良い。　
【０１７２】
　さらに、ロボットと遠隔管理装置との間の通信構造は、クライアントサーバーシステム
に限らず、サーバを介さずに端末同士がネットワークを組み、相互にデータを送受信する
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ピアツーピア（Ｐｅｅｒ　Ｔｏ　Ｐｅｅｒ）通信によるシステムであってもよい。また、
通信構造に際し、いずれか一方又は双方に形成されるインタフェースの種類は、例えばパ
ラレルインタフェース、ＵＳＢインタフェース、ＩＥＥＥ１３９４、ＬＡＮやＷＡＮ等の
ネットワークやその他これに類するもの、もしくは今後開発される如何なるインタフェー
スであっても構わない。
【０１７３】
　さらに、遠隔管理装置は、例えば各種サーバーに限らず、パーソナルコンピュータ、Ｅ
ＷＳ（エンジニアリングワークステーション）、中型コンピュータ、メインフレーム、携
帯型情報端末、ＰＤＡ、携帯電話機、ウエアラブル情報端末、各種情報通信機能を搭載し
た家電機器、ネットワーク機能を有するゲーム機器等であってもよい。
【０１７４】
　さらに、「通信」では、無線通信および有線通信は勿論、無線通信と有線通信とが混在
した通信、即ち、ある区間では無線通信が行われ、他の区間では有線通信が行われるよう
なものであってもよい。さらに、ある装置から他の装置への通信が有線通信で行われ、他
の装置からある装置への通信が無線通信で行われるようなものであってもよい。
【０１７５】
　そして、この通信には通信網が含まれる。通信網を構成するネットワークとしては、例
えば携帯電話回線網（基地局及び交換システムを含む）、公衆電話回線網、ＩＰ電話網、
ＩＳＤＮ回線網などこれに類する各種回線網、インターネット（乃ち、ＴＣＰ・ＩＰプロ
トコルを用いた通信態様）やイントラネット、ＬＡＮ＜イーサネット（登録商標）、やギ
ガビットイーサネット（登録商標）などを含む＞、ＷＡＮ、光ファイバー通信網、電力線
通信網、ブロードバンド対応可能な各種専用回線網などいずれのハードウエア構成でもよ
い。さらに、ネットワークは、ＴＣＰ・ＩＰプロトコルの他、種々の通信プロトコルを用
いたネットワークあるいはソフトウエア的に構築された仮想ネットワークやこれに類する
あらゆるネットワークを含むネットワークなどいかなる通信プロトコルであってもよい。
また、ネットワークは、有線に限らず、無線（衛星通信、各種高周波通信手段等を含む）
ネットワーク（例えば、簡易電話システムや携帯電話のようなシングルキャリア通信シス
テム、Ｗ―ＣＤＭＡやＩＥＥＥ８０２．１１ｂに準拠した無線ＬＡＮのようなスペクトラ
ム拡散通信システム、ＩＥＥＥ８０２．１１ａやＨｉｐｅｒＬＡＮ／２のようなマルチキ
ャリア通信システム、などを含むネットワーク）であっても構わず、これらの組み合わせ
を利用してもよく、他のネットワークと接続されたシステムであってもよい。さらに、ネ
ットワークは、ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツ
ーマルチポイントなど如何なる形態でもよい。
【０１７６】
　また、発明の範囲は図示例に限定されず、上記以外の様々な構成を採用することもでき
る。さらに、上記各実施の形態には種々の段階が含まれており、開示される複数の構成要
件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。つまり、上述の各実施の
形態同士、あるいはそれらのいずれかと各変形例のいずれかとの組み合わせによる例をも
含む。
【産業上の利用可能性】
【０１７７】
　本発明は、種々のロボット制御全般に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１７８】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるロボット制御システムの全体構成の一例を示す
ブロック図である。
【図２】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットのハードウエア詳細構成の一
例を示すブロック図である。
【図３】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの外観の一例を示す説明であ
る。
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【図４】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットのソフトウエア詳細構成の一
例を示すブロック図である。
【図５】図１に示すロボット制御システムにおける遠隔管理装置の詳細構成の一例を示す
ブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態によるロボット制御システムにおける全体の処理手順
の一例を示すネットワークシーケンス図である。
【図７】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットが設置される環境においてア
イテムを探索する状況の一例を説明するための説明図である。
【図８】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの胸ＬＥＤ群の点灯パターン
によって感情パターンを表現する一例を説明するための説明図である。
【図９】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの胸ＬＥＤ群の点灯制御をす
る際の輝度の時間変化の一例を説明するための説明図である。
【図１０】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの胸ＬＥＤ群の点灯パター
ンによって感情パターンを表現する一例を説明するための説明図である。
【図１１】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの胸ＬＥＤ群の点灯制御を
する際の輝度の時間変化の一例を説明するための説明図である。
【図１２】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの胸ＬＥＤ群の点灯パター
ンによって感情パターンを表現する一例を説明するための説明図である。
【図１３】図１に示すロボット制御システムにおけるロボットの胸ＬＥＤ群の点灯制御を
する際の輝度の時間変化の一例を説明するための説明図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態によるロボット制御システムにおけるロボットの詳
細構成の一例を示すブロック図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態によるロボット制御システムにおける全体の処理手
順の一例を示すネットワークシーケンス図である。
【符号の説明】
【０１７９】
　１　ロボット制御システム
　
　１０、２１０　ロボット
　２０　胴体部
　２２　コントローラ
　２２Ａ　ＣＰＵ
　２２Ｂ　メモリ
　３１　バッテリ
　３２　スピーカ（音声出力部）
　３３　マイク群（環境認識マイク）
　３４Ａ、３４Ｂ　アクチュエータ
　４２　通信Ｉ／Ｆ　
　４３　各種端子
　４４　タグリーダ（タグ識別情報取得部）
　４５　胸ＬＥＤ群（感情パターン表示部）
　４６　各種ＬＥＤ群
　４７　各種センサ群
　５０　頭部
　５１Ａ、５１Ｂ　ＣＣＤカメラ（画像情報取得部）
　５２Ａ、５２Ｂ　アクチュエータ
　５３　マイク（音声入力部）
　５４　タッチセンサ
　５５　サーモグラフィ
　５６　耳ＬＥＤ群
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　５７　顔ＬＥＤ群
　５８　目ＬＥＤ群
　９２　アイテム探索実行部（アイテム探索実行手段）
　９２ａ　第１のアイテム探索実行部
　９２ｂ　第２のアイテム探索実行部
　
　１１０　ロボット制御サーバ（遠隔管理装置）
　１１２、２１２　外部情報取得部（取得手段）
　１１３、２１３　関連アイテム情報決定部（アイテム決定手段）
　１１４　アイテム探索制御部（アイテム探索制御手段）
　１１４ａ　第１のアイテム探索制御部
　１１４ｂ　第２のアイテム探索制御部
　１１５、２１５　言動決定部（言動決定手段）
　１１５ａ、２１５ａ　シナリオ選択部
　１１５ｂ、２１５ｂ　動作パターン選択部
　１１５ｃ、２１５ｃ　コンテンツ生成部
　１１６　コンテンツ供給部（コンテンツ供給手段）
　１２１、２２１　関連アイテム情報記憶部
　１２２、２２２　特徴点パターン情報記憶部
　１２３、２２３　タグ識別情報記憶部
　１２４、２２４　動作パターン情報記憶部
　１２５、２２５　シナリオ情報記憶部
　１２６、２２６　コンテンツ記憶部
　
　１３０　情報提供サーバ
　
　２１４　アイテム探索部（アイテム探索制御手段）
　２１４ａ　第１のアイテム探索部
　２１４ｂ　第２のアイテム探索部
　２１７　コンテンツ再生部（言動実行制御手段）
　２１７ａ　音声合成部
　２１７ｂ　メカ制御部
　２１７ｃ　ＬＥＤ制御部
　２２７　音声認識辞書記憶部
　２３１　画像認識部
　２３２　音声認識部
　２３３　接触認識部
　２３４　発話トリガー発生部
　
　ＮW　通信網



(31) JP 5040865 B2 2012.10.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(32) JP 5040865 B2 2012.10.3

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(33) JP 5040865 B2 2012.10.3

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(34) JP 5040865 B2 2012.10.3

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(35) JP 5040865 B2 2012.10.3

フロントページの続き

(56)参考文献  特許第３９２５１４０（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００３－３４５４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０７９２１７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２５Ｊ　　１／００～２１／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

